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第２回矢作川水系行政連絡会 開催報告 

 

日時：平成 20 年 10 月 16 日（木）14 時 00 分～15 時 30 分 

場所：愛知県西三河総合庁舎 ７階 701 会議室      

 

１．開会 

 

２．挨拶（豊橋河川事務所長） 

 

３．議事 

（１） 矢作川水系行政連絡会について 

  事務局より、矢作川水系行政連絡会について説明を行いました。 

 

（２） 第 1回矢作川水系行政連絡会・住民懇談会について（報告） 

  事務局より、第 1回矢作川水系行政連絡会と住民懇談会の開催結果について説明を行いました。 

 

（３） 矢作川水系河川整備計画たたき台（骨子）について 

  事務局より、矢作川水系河川整備計画たたき台（骨子）について説明を行いました。 

 

（４） 矢作川水系河川整備計画（素案）について 

事務局より、矢作川水系河川整備計画（素案）について説明を行いました。 

 

（５） 「平成 20 年 8 月末豪雨」について 

事務局より、平成 20 年 8 月末豪雨の状況について説明を行いました。 

 

＜質疑＞ 

○上流域での住民説明会の要請は委員の発言によるものか。長野県では矢作川の指定区間の整備

計画策定を当面進める予定はない。 

  →委員からの発言であり、必要に応じて開催すると回答。 

   直轄区間の課題解決のために流域圏一体化の考えを上流の方にも理解いただきたいと考えて

いる。 

○流域委員会の公募委員の選定方法は。在住箇所の代表者としての発言か。 

  →選定方法は確認後回答。 

   市町村の代表としての位置づけではなく、一委員として参加。 

○矢作川水系整備計画の対象範囲を明らかにして欲しい。資料により範囲が異なっている。 

  →-2.2k からが大臣管理区間であり、資料を修正する。 

○水防箇所重要度 Aに指定されている箇所で整備予定が無いのはなぜか。 

  →確認後回答 

○河川環境沿革について豊田市の事業は記載されているが、安城市の事業は未記載 

  →確認後回答 

○「桜づつみ」はモデル事業ではないので文言を修正してほしい。 

  →確認後回答 

○附図では古川分派施設は本川に施設を作るようにとれるがどうか。 

  →施設構造、本川河床維持対策等現在検討中であり、附図では本支川を含めた影響範囲を図示し
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ている。 

○住所表記について再度確認をお願いしたい。合併等により住所変更されている箇所がある。 

  →確認する 

○整備計画として施設の絵や横断図等の図を記載した方がわかりやすいのではないか。 

  →法定文書の扱いとなるため、なるべく簡潔に文章と附図という形にしている。別途、パンフレ

ット等で具体的な整備イメージは掲載する予定である。 

 

各自治体の意見については、10 月 27 日までにＦＡＸ等にて提出していただく。 

 

４．閉会（矢作ダム管理所長） 

   

           開催状況 

 


